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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  音響信号を周波数領域に変換した周波数

領域信号ベクトルに所定の並べ替えが施されたベクトル

が複数個のサブベクトルに分割され、これらサブベクト

ルの各々を量子化して得られたサブ符号列の各々に誤り

検出符号が付加された入力符号列の復号化を行う音響信

号復号化装置であって、

前記サブ符号列のそれぞれについて誤り検出を行う複数

の誤り検出手段と、

前記誤り検出手段のそれぞれの検出結果に従って、誤り

検出を行った前記サブ符号列のうち誤りが存在しないと

判定されたサブ符号列を逆量子化して得られた復号サブ

ベクトルを出力する複数のベクトル逆量子化手段と、

前記複数のベクトル逆量子化手段から出力された復号サ

ブベクトルを用いて周波数領域復号ベクトルを合成する

ベクトル合成手段と、

合成された周波数領域復号ベクトルに対して、前記所定

の並べ替えとは逆順の並べ替えを行う逆並べ替え手段と

を具備することを特徴とする音響信号復号化装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、符号誤りが発生す

る伝送路に適用する音響信号符号化伝送等に用いられる

音響信号復号化装置および音響信号符号化・復号化装置

に関するものである。

【０００２】

【従来の技術】無線を利用して音響信号を伝送するシス

テムにおいては、伝送路を効率的に利用するために、音

響信号をディジタル化して高能率に圧縮する音声／楽音

符号化方法が利用されている。また、こうした高能率圧
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縮符号化方法では、信号波形の複数の信号点をまとめて

量子化するベクトル量子化が用いられている。

【０００３】一方、音声や音楽を低ビットレートで効率

よく符号化する方法としては、信号を周波数領域に変換

してベクトル量子化を行う変換符号化方法が提案されて

おり、例えば、ＴｗｉｎＶＱ(Transform-domain Weight

ed Interleave Vector Quantization)と呼ばれる方法が

ある。このＴｗｉｎＶＱ符号化方法の詳細については、

例えば、文献「岩上，守谷，三樹，”周波数領域重み付

けインターリーブベクトル量子化（ＴｗｉｎＶＱ）によ

るオーディオ符号化”，日本音響学会平成６年度秋季研

究発表会講演論文集，ｐｐ．３３９－３４０，１９９

４」に記載されている。

【０００４】図４は、従来のインターリーブベクトル量

子化を用いた信号波形符号化復号化方法を実現する装置

の一例を示すブロック図であって、図４（ａ）は符号化

部４０であり、図４（ｂ）は復号化部４５である。以下

では、符号化部４０に入力される入力信号ベクトルが、

音響信号の一定区間を周波数領域に変換したものである

とする。インターリーブベクトル量子化を用いた実際の

信号波形符号化復号化は、ＴｗｉｎＶＱ符号化方法のよ

うな音声／楽音符号化方法の一部を成すものであり、音

響信号の一定区間を周波数領域に変換し、種々の予測を

行った周波数領域残差信号が符号化部４０への入力信号

ベクトルである。

【０００５】まず、図４（ａ）に示す符号化部４０で

は、入力信号ベクトルがインターリーブ部１１に入力さ

れ、インターリーブ部１１が入力信号ベクトルの要素の

並べ替えを行う。次に、要素が並べ替えられたベクトル

は、ベクトル分割部１２に入力されてｎ個のサブベクト

ルに分割される。これらのサブベクトルは、それぞれ、

ベクトル量子化部１３－１～１３－ｎで量子化されて、

ｎ個のサブ符号列が得られる。これらサブ符号列は符号

列合成部１５に入力され、符号列合成部１５がこれらｎ

個のサブ符号列を合成して出力符号系列を出力する。

【０００６】次に、図４（ｂ）に示す復号化部４５で

は、まず、入力符号系列が符号列分割部１７に入力さ

れ、符号化部４０のベクトル量子化符号列に対応するｎ

個のサブ符号列に分割される。これらｎ個のサブ符号列

は、符号化部４０のベクトル量子化部１３－１～１３－

ｎに対応するベクトル逆量子化部１９－１～１９－ｎに

入力されて逆量子化され、その結果、ｎ個の復号サブベ

クトルが得られる。ベクトル合成部２０は、これらｎ個

の復号サブベクトルを合成して１個の合成後ベクトルを

得る。次に、合成された復号ベクトルは、逆インターリ

ーブ部２１で、符号化部４０でなされる並べ替えに対応

した逆の並べ替えによって、要素の並び順が符号化部４

０への入力信号ベクトルと同じにされ、復号信号ベクト

ルとして出力される。

【０００７】次に、図４に示す従来のインターリーブベ

クトル量子化における符号化部４０および復号化部４５

のベクトル／符号列の一例を、それぞれ図５および図６

に示す。ここで、以下では、入力信号ベクトル（図５

（ａ）を参照）は１２次元，分割数は３（すなわち，ｎ

＝３）であって、｛ｘ（１），ｘ（２），ｘ

（３），．．．，ｘ（１２）｝と表わされるものとす

る。

【０００８】まず、符号化部４０では、入力信号ベクト

ルがインターリーブ部１１で並べ替えられ、並べ替え後

ベクトル（図５（ｂ）を参照）は、例えば｛ｘ（１），

ｘ（４），ｘ（７），ｘ（１０），ｘ（２），ｘ

（５），ｘ（８），ｘ（１１），ｘ（３），ｘ（６），

ｘ（９），ｘ（１２）｝のようになる。この並べ替え後

ベクトルは、ベクトル分割部１２で、｛ｘ（１），ｘ

（４），ｘ（７），ｘ（１０）｝，｛ｘ（２），ｘ

（５），ｘ（８），ｘ（１１）｝，｛ｘ（３），ｘ

（６），ｘ（９），ｘ（１２）｝という３個のサブベク

トル（図５（ｃ）を参照）に分割される。これらのサブ

ベクトルは、それぞれベクトル量子化部１３－１～１３

－ｎでベクトル量子化されて、３個のサブ符号列が得ら

れる。ここで、これらサブ符号列を図５（ｄ）に示すよ

うにＣｔ（１），Ｃｔ（２），Ｃｔ（３）とする。これ

ら３個のサブ符号列は符号列合成部１５で合成されて出

力符号系列（図５（ｅ）を参照）が得られる。

【０００９】一方、復号化部４５では、入力符号系列

（図６（ｆ）を参照）が符号列分割部１７へ入力される

と、図６（ｇ）に示すように、Ｃｒ（１），Ｃｒ

（２），Ｃｒ（３）という３個のサブ符号列に分割され

る。いま、伝送路で誤りが発生しなければ、Ｃｒ（１）

＝Ｃｔ（１），Ｃｒ（２）＝Ｃｔ（２），Ｃｒ（３）＝

Ｃｔ（３）である。次に、これら３個のサブ符号列は各

々ベクトル逆量子化部１９－１～１９ーｎにおいて逆量

子化されて、それぞれ、｛ｙ（１），ｙ（４），ｙ

（７），ｙ（１０）｝，｛ｙ（２），ｙ（５），ｙ

（８），ｙ（１１）｝，｛ｙ（３），ｙ（６），ｙ

（９），ｙ（１２）｝という３個の逆量子化後サブベク

トル（図６（ｈ）を参照）が得られる。これらの逆量子

化後サブベクトルは、ベクトル合成部２０で合成され

て、｛ｙ（１），ｙ（４），ｙ（７），ｙ（１０），ｙ

（２），ｙ（５），ｙ（８），ｙ（１１），ｙ（３），

ｙ（６），ｙ（９），ｙ（１２）｝という合成後ベクト

ル（図６（ｉ）を参照）が得られる。この合成後ベクト

ルは逆インターリーブ部２１で並べ替えられて、｛ｙ

（１），ｙ（２），ｙ（３），．．．，ｙ（１２）｝と

いう復号信号ベクトル（図６（ｊ）を参照）が得られ

る。

【００１０】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したイ

ンターリーブベクトル量子化の信号波形符号化復号化方

法では、伝送路において例えばサブ符号列Ｃｔ（２）に
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誤りが発生した場合、復号化部４５の入力となるサブ符

号列Ｃｒ（２）は、符号化部４０の出力であるサブ符号

列Ｃｔ（２）とは異なることになる。すなわち、｛ｙ

（２），ｙ（５），ｙ（８），ｙ（１１）｝の全ての要

素が｛ｘ（２），ｘ（５），ｘ（８），ｘ（１１）｝と

は異なるということである。

【００１１】ここで、実際にはこれらの要素は４点の周

波数領域信号であることから、入力信号波形には存在し

ないｙ（２），ｙ（５），ｙ（８），ｙ（１１）という

周波数領域信号が復号信号波形に含まれることになる。

したがって、符号誤り時には、入力信号に存在しない周

波数成分の信号が復号信号に含まれることとなり、異音

が発生してしまうという問題点が生じる。本発明は上記

の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、符号誤

り時であっても異音を発生することのない信号波形符号

化復号化方法を実現するための音響信号復号化装置およ

び音響信号符号化・復号化装置を提供することにある。

【００１２】

【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するた

めに、請求項１記載の発明は、音響信号を周波数領域に

変換した周波数領域信号ベクトルに所定の並べ替えが施

されたベクトルが複数個のサブベクトルに分割され、こ

れらサブベクトルの各々を量子化して得られたサブ符号

列の各々に誤り検出符号が付加された入力符号列の復号

化を行う音響信号復号化装置であって、前記サブ符号列

のそれぞれについて誤り検出を行う複数の誤り検出手段

と、前記誤り検出手段のそれぞれの検出結果に従って、

誤り検出を行った前記サブ符号列のうち誤りが存在しな

いと判定されたサブ符号列を逆量子化して得られた復号

サブベクトルを出力する複数のベクトル逆量子化手段

と、前記複数のベクトル逆量子化手段から出力された復

号サブベクトルを用いて周波数領域復号ベクトルを合成

するベクトル合成手段と、合成された周波数領域復号ベ

クトルに対して、前記所定の並べ替えとは逆順の並べ替

えを行う逆並べ替え手段とを具備することを特徴として

いる。

【００１３】

【００１４】

【００１５】

【００１６】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の一

実施形態について説明する。図１は、同実施形態による

信号波形符号化復号化方法を実現する装置の一例を示す

ブロック図であって、図１（ａ）は符号化部１０，図１

（ｂ）は復号化部１６である。これらの図は、上述した

従来技術による装置の構成（図４（ａ）及び図４（ｂ）

を参照）に対応するものであって、図４と同一の構成要

素については同じ符号を付してある。そこで以下では、

従来の装置と構成，動作が異なる部分を中心に説明を行

う。

【００１７】まず、符号化部１０の構成は、ベクトル量

子化部１３－１～１３－ｎと符号列合成部１５の間に、

それぞれ誤り検出符号化部１４－１～１４－ｎを加えた

構成になっている。そして、ベクトル量子化部１３－１

～１３－ｎで得られたｎ個のサブ符号列は、それぞれ誤

り検出符号化部１４－１～１４－ｎに入力されて誤り検

出符号化が施され、ｎ個の誤り検出符号化系列が出力さ

れる。これらｎ個の誤り検出符号化系列が符号列合成部

１５で合成されて、出力符号系列が得られる。

【００１８】次に、復号化部１６の構成は、符号列分割

部１７とベクトル逆量子化部１９－１～１９－ｎの間に

それぞれ誤り検出部１８－１～１８－ｎを挿入すると共

に、ベクトル逆量子化部１９－１～１９－ｎとベクトル

合成部２０の間に、誤り検出部１８－１～１８－ｎによ

って制御されるスイッチＳＷ－１～ＳＷ－ｎをそれぞれ

挿入した構成となっている。

【００１９】符号列分割部１７では、入力符号系列がｎ

個の誤り検出前サブ符号列に分割され、これら誤り検出

前サブ符号列が誤り検出部１８－１～１８－ｎへ入力さ

れて誤り検出復号化が施されると共に誤り検出情報が生

成される。そして、ここで得られたサブ符号系列はベク

トル逆量子化部１９－１～１９－ｎに伝えられると共

に、誤り検出情報の各々はスイッチＳＷ－１～ＳＷ－ｎ

の制御に用いられる。

【００２０】ここで、スイッチＳＷ－１～ＳＷ－ｎは、

何れも、逆量子化されたサブベクトルがベクトル合成部

２０へ伝達される状況を切り替えるためのものである。

すなわち、これらスイッチＳＷ－１～ＳＷ－ｎは、各々

のスイッチに対応する誤り検出部１８－１～１８－ｎで

誤りが検出されない場合はサブベクトルをベクトル合成

部２０に伝え、誤りが検出された場合はサブベクトルを

ベクトル合成部２０に伝えないように制御される。

【００２１】次に、上記構成による信号波形符号化復号

化の動作を図２及び図３を参照して説明する。ここで、

以下では、上述した従来技術の説明に準ずることとし、

入力信号ベクトル（図２（ａ）を参照）は１２次元，分

割数は３とし、｛ｘ（１），ｘ（２），ｘ

（３），．．．，ｘ（１２）｝と表わされるものとす

る。

【００２２】まず、符号化部１０では、入力信号ベクト

ルがインターリーブ部１１で並べ替えられて、並べ替え

後ベクトル（図２（ｂ）を参照）が出力される。この並

べ替え後ベクトルは、例えば｛ｘ（１），ｘ（４），ｘ

（７），ｘ（１０），ｘ（２），ｘ（５），ｘ（８），

ｘ（１１），ｘ（３），ｘ（６），ｘ（９），ｘ（１

２）｝のようになる。この並べ替え後ベクトルはベクト

ル分割部１２によって、｛ｘ（１），ｘ（４），ｘ

（７），ｘ（１０）｝，｛ｘ（２），ｘ（５），ｘ

（８），ｘ（１１）｝，｛ｘ（３），ｘ（６），ｘ

（９），ｘ（１２）｝という３個のサブベクトル（図２
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（ｃ）を参照）に分割される。

【００２３】これら３個のサブベクトルは、それぞれベ

クトル量子化部１３－１～１３－ｎでベクトル量子化さ

れて、図２（ｄ）に示すように、Ｃｔ（１），Ｃｔ

（２），Ｃｔ（３）の３個のサブ符号列が得られる。こ

れら３個のサブ符号列は、誤り検出符号化部１４－１～

１４－ｎで誤り検出符号化されて、図２（ｄ’）に示す

ように、３個の誤り検出符号化系列Ｃｔ’（１），Ｃ

ｔ’（２），Ｃｔ’（３）が得られる。これら誤り検出

符号化系列は符号列合成部１５で合成されて出力符号系

列（図２（ｅ’）を参照）が得られる。

【００２４】一方、復号化部１６では、入力符号系列

（図３（ｆ’）を参照）が入力されると、これが符号列

分割部１７によりＣｒ’（１），Ｃｒ’（２），Ｃｒ’

（３）という３個の誤り検出前サブ符号列（図３

（ｇ’）を参照）に分割される。これら誤り検出前サブ

符号列は、それぞれ誤り検出部１８－１～１８ーｎで誤

り検出が施されて、図３（ｇ）に示す３個のサブ符号列

Ｃｒ（１），Ｃｒ（２），Ｃｒ（３）が得られ、これら

３個のサブ符号列は、各々ベクトル逆量子化部１９－１

～１９ーｎに伝えられる。

【００２５】次に、以下では、サブ符号列Ｃｒ（２）中

に誤りが検出されたものとして説明を行う。そうする

と、上記の３個のサブ符号列は、それぞれベクトル逆量

子化部１９－１～１９－ｎで逆量子化され、｛ｙ

（１），ｙ（４），ｙ（７），ｙ（１０）｝，｛ｙ

（２），ｙ（５），ｙ（８），ｙ（１１）｝，｛ｙ

（３），ｙ（６），ｙ（９），ｙ（１２）｝という３個

の逆量子化後サブベクトル（図３（ｈ）を参照）が得ら

れて、それぞれスイッチＳＷ－１～ＳＷ－ｎに伝えられ

る。

【００２６】符号誤りが検出されなかった｛ｙ（１），

ｙ（４），ｙ（７），ｙ（１０）｝及び｛ｙ（３），ｙ

（６），ｙ（９），ｙ（１２）｝の２個のサブベクトル

は、それぞれスイッチＳＷ－１及びＳＷ－３を介してベ

クトル合成部２０に伝えられてベクトル合成に用いられ

る。これに対し、符号誤りが検出された｛ｙ（２），ｙ

（５），ｙ（８），ｙ（１１）｝は、誤り検出部１８－

２から送出される誤り検出情報によってスイッチＳＷ－

２が切られるために、ベクトル合成部２０には伝えられ

ない。

【００２７】したがって、ベクトル合成部２０でベクト

ル合成された結果としては、｛ｙ（１），ｙ（４），ｙ

（７），ｙ（１０），０，０，０，０，ｙ（３），ｙ

（６），ｙ（９），ｙ（１２）｝という合成後ベクトル

（図３（ｉ）を参照）が得られる。この合成後ベクトル

は、逆インターリーブ部２１で並べ替えられて、｛ｙ

（１），０，ｙ（３），ｙ（４），０，ｙ（６），ｙ

（７），０，ｙ（９），ｙ（１０），０，ｙ（１２）｝

という復号信号ベクトル（図３（ｊ）を参照）が得られ

ることになる。

【００２８】以上のように、本実施形態によるインター

リーブベクトル量子化の信号波形符号化復号化によれ

ば、伝送路において誤り検出符号化列Ｃｔ’（２）に誤

りが発生した場合、復号化部１６へ入力される誤り検出

前サブ符号列Ｃｒ’（２）は誤り検出符号化列Ｃｔ’

（２）とは異なり、誤り検出の結果、｛ｙ（２），ｙ

（５），ｙ（８），ｙ（１１）｝の全ての要素がベクト

ル合成に用いられないように制御される。つまり、誤り

の検出されたサブ符号列に対応する逆量子化後サブベク

トルはベクトル合成に使用されず、誤りの検出されなか

ったサブ符号列に対応する逆量子化後サブベクトルが合

成後ベクトルの合成に用いられる。

【００２９】ここで、実際には、これらの要素は周波数

領域の信号であるから、入力信号波形に存在していない

ｙ（２），ｙ（５），ｙ（８），ｙ（１１）という４個

の周波数領域信号点は合成に用いられず、したがって、

復号信号波形にも含まれないことになる。そのため、符

号誤り時であっても、入力信号には存在しない周波数成

分の信号が復号信号に含まれることはなく、異音の発生

を避けることが可能である。

【００３０】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

符号誤りの重畳したサブベクトルを用いずに復号信号ベ

クトルを得ることができるため、符号誤り時であっても

異音発生を回避した復号信号の再生が実現できるという

効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図１】  本発明の一実施形態による音響信号符号化・

復号化装置の構成を示すブロック図であり、（ａ）は符

号化部１０，（ｂ）は復号化部１６に関するブロック図

である。

【図２】  同装置による信号波形符号化の動作を説明す

るためのベクトル／符号列を示した図である。

【図３】  同装置による信号波形復号化の動作を説明す

るためのベクトル／符号列を示した図である。

【図４】  従来の技術による音響信号符号化・復号化装

置の構成を示すブロック図であり、（ａ）は符号化部４

０，（ｂ）は復号化部４５に関するブロック図である。

【図５】  従来の技術による信号波形符号化の動作を説

明するためのベクトル／符号列を示した図である。

【図６】  従来の技術による信号波形復号化の動作を説

明するためのベクトル／符号列を示した図である。

【符号の説明】

１０…符号化部、１１…インターリーブ部、１２…ベク

トル分割部、１３－１～１３ーｎ…ベクトル量子化部、

１４－１～１４ーｎ…誤り検出符号化部、１５…符号列

合成部、１６…復号化部、１７…符号列分割部、１８－

１～１８－ｎ…誤り検出部、１９－１～１９ーｎ…ベク

トル逆量子化部、２０…ベクトル合成部、２１…逆イン
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ターリーブ部、ＳＷ－１～ＳＷ－ｎ…スイッチ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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